
がゆ康弘がゆ康弘やす ひろ

次世代の横浜市・旭区に向けて！

民主フォーラム横浜市会議員団 所属

横浜市会議員（旭区選出）

市政報告

困った！相談したい！は区役所まで
これからも様々な情報を提供します！

月4令和５年

　今年も10月29日（日）に横浜マラソン2023が開催されます！！今年はフルマラソン、
車いすチャレンジ、みなとみらい７kmランに加え、新たに「ペアリレー」「ファンラン
（ファミリー）」「ファンラン（中学生）」が新設されたことで、より多くの方々が参加
しやすい大会になっています。ぜひ多くの方のエントリーをお待ちしています。

横浜マラソン 2023 エントリー受付中！

旭区役所では様々な相談を受け付けています！

「こがゆ康弘事務所」には地域住民の方々が様々なご相談に来られます。市政に関する事はしっかり対応し、行政につなげたり
調査・検討して解決を図っています。しかし、市会議員では対応できないお困りごとや悩みなどは、やはり専門家に相談する
ことが解決の近道です。区役所では様々な相談窓口を設置していますが、ご存じない方も多いのが現状です。ぜひ以下の表を
参考にお気軽にご利用ください。なお、予約制の相談は電話（広報相談係：954-6022）か、区役所１階1番窓口でご予約下さい。

右のQRコードから詳細を確認後にエントリーしてください。エントリー方法

28,100人
（フル：24,500人、7km：3,000人、ペア：150組300人など）募集人数

５月２日（火）23：59まで申込期間

横浜マラソン2023
エントリー

お気軽にご利用ください！ 旭区役所の専門相談
　区役所では専門家による相談窓口を開設しています。日時や予約方法などをお確かめの上、お気軽にご利用ください。
　予約制の相談は、電話か区役所1階1番窓口でご予約ください。　※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止または実施方法を変更する場合があります。

相談の種類 内　容 実施日 相談時間・受付方法 相談員

予
約
制（
１
人
25
分
）

法律相談
不動産、相隣関係、家族内トラブ
ル、相続、金銭などあらゆる法律
問題の相談

毎週木曜
第2・3・4火曜

13時～16時
予約受付▶実施日の1週間前（同曜日）の日の8時45分～

（祝日の場合は直前の開庁日）

弁護士

司法書士相談 不動産登記、遺産分割、債務整理
（140万円以下）など 毎月第1・3水曜 司法書士

税務相談 所得税、相続税、贈与税など 偶数月（2月除く）の
第4水曜 税理士

公証相談 公正証書、遺言、任意後見制度
など 毎月第2金曜

13時～15時
予約受付▶実施日の1週間前（同曜日）の日の8時45分～

（祝日の場合は直前の開庁日）
公証人

民事調停手続
相談

近隣トラブル、金銭貸借、敷金返
還など

4月・8月・10月・2月の
第3月曜

13時～16時
予約受付▶随時　［※6月・12月は瀬谷区役所で開催
当日先着順　 瀬谷区広報相談係  367-5636］

簡易裁判所
調停委員

当
日
先
着
順

交通事故相談 示談の方法、保険金請求など 毎月第2水曜 9時～12時、13時～16時
受付時間▶9時～15時30分

交通事故
相談員

行政相談 国や独立行政法人などの仕事に
ついての苦情や提案など 毎月第1木曜 13時～15時

受付時間▶13時～14時30分
行政相談
委員

行政書士相談 国・県・市などへ提出する書類の
書き方など

4月・5月・10月・11月
実施日などは広報よこはま あさひ区版でお知らせします。 行政書士

※予約制の相談は、相談の種類ごとに1年度で1回のみのご利用となります（令和5年度は令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）。

広報相談係
954-6022　 955-2856

福祉保健

若者のための専門相談
4月13日・27日（各回木曜）13時30

分～16時30分（1回約50分） 区役
所3階33番窓口 市内在住の15歳～
39歳の人と家族 で下記へ※予
約に空きがあれば当日も可

よこはま西部ユースプラザ
744-8344　 744-8322

あさひ・ゆかいなコンサート2023
　童謡・アニメソング・バルーンアート
やマジックなどの音楽バラエティー。
ベビーカー置き場あり。旭区民生委員
児童委員協議会、旭区主任児童委員連
絡会主催。※車での来場不可

6月2日（金）11時～12時（45分前受
付） 旭公会堂（区役所4階） 乳幼
児と保護者（1組4人まで）／抽選80組

4月18日～5月7日に

福祉保健係
954-6101
953-7713

〒241-0022 鶴ケ峰1-6-35
「ぱれっと旭」内

392-1123 392-0222

旭区社会福祉協議会

●善意銀行（1月1日～31日）
次の皆さまから寄付をいただきました。
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▲申込みは
　こちら

旭区市民活動
支援センター
〒241-0022　鶴ケ峰2-82-1　ココロット鶴ヶ峰4階

（鶴ケ峰駅南口直結。2階からエレベーターで4階へ）
382-1000  382-1005
as-manabi@city.yokohama.jp

「みなくる」は、旭区の地域活動や
ボランティア活動を応援する交
流拠点です。

休 館 

4月19日（水）
 ※ などでご確認ください。

＊＊＊シニアのためのいきいき未来講座（全5回）＊＊＊

　いつまでもいきいきと輝くためのこつを学んでみませんか。
●第1回 人生100年時代の健康生きがいづくり 5月27日（土）
●第2回  身体を動かして健康寿命を延ばそう！
  ～ボッチャ・ポールウォーキング体験会～ 6月3日（土）
●第3回 フレイルとは～心身機能の低下予防～ 6月10日（土）
● 第4回 老いの身支度～終活とは～ 6月17日（土）
●第5回 学びによる生きがい～生涯現役は生涯学習から～ 6月24日（土）

【共通】 13時30分～15時30分 みなくる
 市内在住の50歳以上（連続して参加できる人）／抽選24人

　 ※5月中旬頃通知発送予定
一般社団法人　神奈川県健康生きがいづくりアドバイザー協議会
5月7日までに 、 （ と年代を記入）、直接  はこちら▲

　旭区には、現在約240の自治会町内会があり、住みよいまちづくりを目
指してさまざまな活動を実施しています。
　地域の快適な暮らしを支えている自治会町内会に加入し、日頃から顔の
見える関係をつくっておきましょう！
 ●こんな活動をしています！
◆防災・防犯
　防災訓練の実施、防災用品や食料などの備蓄、防犯パトロールや子ども
たちの見守りにより地域の暮らしを守ります。
◆高齢者の見守り
　ひとり暮らしの高齢者の見守りなどを通じ、地域住
民の交流をサポートしています。
◆町の美化
　地域の清掃活動やごみ集積所の管理を行っています。
 ●スマホでお手軽に自治会町内会に加入できます！

【加入方法】右の2次元コードから「住所・氏名・電話番号」を
Eメールで送信してください。お住まいの地域の自治会町内
会からご案内します。

自治会町内会に加入しましょう

地域活動係　 954-6091  955-3341

　▲申込は
　　こちら

健康づくり係　 954-6146  953-7713

～新年度、健康な生活でスタートを～

　コロナ禍で心身に変化を感じていませんか？ 旭
区では、運動習慣のない人や睡眠不足の人が働き世
代で多く見られ、バランスの良い食事を取る人は減
少しています。実際に外出する機会が減って「筋力が
減った」などの声も耳にします。そのままの状態が継
続するとさまざまな病気を引き起こす可能性があり
ます。

　新年度がスタートするこの機会に、自分の体と
生活習慣を見つめ直して、何か1つでも改善にチャ
レンジしてみませんか？ 旭区では健康づくりに
関する資料を に掲載していますので、ぜひご活
用ください。 旭区　健康づくり 検索
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昨年7㎞ランを完走！



〈HPはこちら〉

是非ご覧ください！

こがゆ康弘事務所
〒241-0821
横浜市旭区二俣川 1-5
電話 /FAX  : 045-366-9381
MAIL：info@kogayu.net
http://www.kogayu.net

◆昭和42年 横浜市 生まれ
◆早稲田大学大学院理工学研究科(修士課程)を修了
◆民間企業に13年間勤務
◆平成18年 横浜市会議員 初当選（現在5期目）
◆民主フォーラム横浜市会議員団 団長
◆国際・経済・港湾委員会／新たな都市活力推進特別委員会
◆国民民主党神奈川県総支部連合会 代表

横浜市会議員（旭区選出） がゆ康弘がゆ康弘やす ひろ

横浜市における新型コロナ新規陽性者数の状況と今後の対策

　４月９日に投開票された統一自治体選挙の旭区における投票率は、43.87%と、前回
4年前に比べて0.2%低下し、依然として低水準でした。今後は若年層の投票率を高めるた
めの「主権者教育」や、投票所の増設（各駅、ショッピングセンター、学校など）、
ネット投票制度の導入検討など、様々な取り組みが必要です。こがゆ康弘はこれからも
時代に即した投票制度の検討と投票率の向上に向けて取り組みます！

　なお、公職選挙法には「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されており、個別に訪問したり、文書図画
を頒布し又は掲示することや、新聞又は雑誌を利用することなどが禁止されています。このいわゆる「事後
運動」の禁止は買収等を防止するためと思われますが、「応援したのにお礼がないのは失礼だ」との声に応えら
れないのが公職選挙法の規定です。
　こがゆ康弘は、公職選挙法に則り活動してまいります。ぜひ皆様のご理解をお願いいたします。

旭区選出議員の顔ぶれ決まる！投票率は前回を下回る

横浜市会議員選挙・投票結果は、
右の QR コードで。

横浜市選管
特設 HP

　右表に横浜市の新規陽性者数の推移を示します。3月からは
200人／日前後となっていますが、予断を許しません。今後も
急な発熱への準備や基本的な感染防止対策をお願いするととも
に、市民の皆様の不安の解消や医療機関の混乱を招かないよう、
こがゆ康弘は今後も新型コロナを含む感染症に関する情報提供
と、再拡大に備えた行政の体制維持を求めていきます。
　なお、5月8日に予定されている感染症法上の位置づけ
変更（5類移行）後も、横浜市では「感染症コールセンター：
電話0120-547-059または045-550-5530」を継続するととも
に、高齢者等の重症化リスクの高い方等について5月8日から
新たなワクチン接種が始まります。（4，5，6回目接種、接種券
は4月24日から順次発送）

発熱・医療機関・ワクチン接種など
新型コロナへの疑問・困った！は
こちらまで。● ご家庭に抗原検査キット、解熱鎮痛剤などの常備をお願いします 

● 手洗い等の手指衛生、換気などの感染対策の励行をお願いします 
● 発熱した場合には、まず自己検査をしてから、必要に応じて医療
　 機関の受診をお願いします  

市民の皆様にお願いしたいこと

新型コロナウイルス感染症
（特設ページ）横浜市 


